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指定管理者となる団体の概要及び指定管理者候補者の選定経緯 

 

施設の名称（所在地） 
美祢市地域活動支援センター ひので 

（美祢市伊佐町伊佐 2090番地 3） 

選定方法 非公募 

 

１ 施設の概要 

(1) 設置条例 美祢市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例 

(2) 施設の目的 
障害者又は障害児が自立した日常生活及び社会生活を営む

ことができるよう支援することを目的とする。 

(3) 現在の指定管理者等 社会福祉法人 美祢市社会福祉協議会 

 

２ 指定管理者として指定する団体の概要  

(1) 団体名 社会福祉法人 美祢市社会福祉協議会 

(2) 所在地 美祢市大嶺町東分 320番地 1 

(3) 設立年月日 平成 20年 3月 21日 

(4) 代表者役職・氏名 会長 山田 悦子 

(5) 基本財産 3,000千円 

(6) 決算期 3月 31日 

(7) 収入金(令和 3年度） 401,094千円 

(8) 職員数 105人 

(9) 主要取引先金融機関 山口県信用農業協同組合連合会 

(10) 事業内容 

(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、

連絡、調整及び助成 

(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全

な発達を図るために必要な事業 

(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との

連絡 

(6) 共同募金事業への協力 

(7) 福祉サービス利用援助事業 

(8) ボランティア活動の振興 

(9) 社会福祉に係る資金の貸付に関する事業 

(10) 訪問介護事業の経営 

(11) 小規模多機能型居宅介護事業の経営 
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(12) 居宅介護支援事業の経営 

(13) 介護予防・日常生活支援総合事業 

(14) 障害福祉サービス事業の経営 

(15) 特定相談支援事業の経営 

(16) 移動支援事業 

(17) 地域活動支援センター事業の経営 

(18) 地域生活支援事業 

(19) 障害児通所支援事業 

(20) 子育て援助活動支援事業 

(21) 福祉総合相談支援事業 

(22) 包括的支援体制構築事業 

(23) 生活困窮者自立支援事業 

(24) 無料職業紹介事業 

(25) 生活支援体制整備事業 

(26) その他この法人の目的達成のため必要な事業 

(11）経営方針 

美祢市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする

事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、

地域福祉の推進を図る。 

(12）沿革 

社会福祉法人美祢市社会福祉協議会、社会福祉法人美東町

社会福祉協議会、社会福祉法人秋芳町社会福祉協議会が平

成 20年 3月 21日に合併し、社会福祉法人美祢市社会福祉

協議会となり、現在に至る。 

(13) 組織 別紙組織図のとおり 
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３ 指定期間 

  令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで 

 

４ 選定結果 

 指定管理者候補者選定審査会採点結果 

選定項目 配点 基準点 
美祢市社会 

福祉協議会 

平等利用、個人情報保護 100 60 88 

設置目的達成への取り組み、

利用者満足度 
150 90 133 

収支計画の適格性・実現の可

能性、指定管理料 
100 60 69 

安定的な人材基盤及び財政

基盤、技術的能力 
150 90 124 

合 計 500 300 414 

 

５ 事業計画の概要 

 (1) 指定管理期間の利用者目標                   （単位：％） 

 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

利用率 100 100 100 100 100 

 

 (2) 収支計画                          （単位：千円） 

   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

収 入 10,665 10,695 10,724 10,754 10,784 

支 出 10,665 10,695 10,724 10,754 10,784 
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